
誰もが安心して健康に働くことができる社会を実現するために 

相模原労働基準監督署 

厚生労働省では、第１２次労働災害防止計画（平成２５年度～２９年度）を推進することにより

「誰もが安心して健康に働くことができる社会」の実現を目指しております。 

計画における目標を達成するためには、すべての関係者（国、労働災害防止団体、労働者を雇用

する事業者、作業を行う労働者、仕事を発注する発注者、製品やサービスを利用する消費者など）

が、安全や健康に関する必要な事項を正しく理解し「働くことで生命が脅かされたり、健康が損な

われるようなことは、本来あってはならない」という意識を共有することが重要です。 
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行政、労働災害防止団体、業界団体等の連携・協働による取組 

労働災害防止を目的とした 

安全衛生分野の専門家の活用 

・労働安全・衛生コンサルタントの活用 

 

労働災害防止団体の活動の活用 

・各労働災害防止団体の積極的活用 

・各労働災害防止団体からの技術的指導 

・各労働災害防止団体からの情報提供 

労働災害の発生件数は、長期的には着実に減少していますが、近年では平成２２年から３年

間連続で労働災害による死傷者数が増加したことがあり、また、東日本大震災の復旧復興や 

２０２０年の東京オリンピックの開催に向けた関連事業の増加なども見込まれ、予断を許さな

い状況であります。こういった厳しい状況に対応するためには、行政だけではなく関係機関と

連携・協働して取り組む必要があります。 



神奈川労働局・相模原労働基準監督署と連携・協働する災害防止団体等の一覧です。なお、下記 

以外にも協力をいただいている団体がありますので、詳しくは神奈川労働局ＨＰをご覧ください。 

◎各種安全衛生活動の相談、資格取得、講習会等を実施しています。 

相模原労働災害防止団体連絡協議会名簿 

（公益社団法人）神奈川労務安全衛生協会 相模原支部（略称：安衛協） 

〒２５２－０２３９ 相模原市中央区中央３－８－８ 桐生ビル２階 

ＴＥＬ：０４２－７５１－９３９６ ＦＡＸ：０４２－７５１－６５８７ 

建設業労働災害防止協会 神奈川支部 相模原分会（略称：建災防） 

〒２５２－０２３９ 相模原市中央区中央３－４－７ 相模原市建設会館内 

ＴＥＬ：０４２－７５３－３５０８ ＦＡＸ：０４２－７５３－１５００ 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 神奈川支部 相模原分会（略称：陸災防） 

〒２４３－０３０３ 愛甲郡愛川町中津４０７７－３（一社）神奈川県トラック協会相模原ＳＣ内 

ＴＥＬ：０４６２－８５－１９１９ ＦＡＸ：０４６２－８６－２３８４ 

（一般社団法人）日本ボイラ協会 神奈川支部（略称：ボイラ協） （※相模原地区会あり） 

〒２２１－０８３５ 横浜市神奈川区鶴屋町２－２１－１ダイヤビル６Ｆ 

ＴＥＬ：０４５－３１１－０３２５ ＦＡＸ：０４５－３１３－１８６６ 

相模原地域産業保健センター（略称：地域産保） 

〒２５２－０１３１ 相模原市緑区西橋本５－３－２１緑区合同庁舎２階 

相模原北メディカルセンター事務室内 

ＴＥＬ：０４２－７０３－３０００ ＦＡＸ：０４２－７０３－３００１ 

相模原労働基準監督署管内にある上記の主要災害防止団体において連絡会議を行い、地域における

安全で快適な職場づくりを推進しています。 

 

◎社内では得がたい安全衛生の専門家による指導を受けることができます。 

（一般社団法人）日本労働安全衛生コンサルタント会 神奈川支部 

〒２３１－００２６ 横浜市中区寿町１－４ かながわ労働プラザ７階 

ＴＥＬ：０４５－６３３－３６１８ ＦＡＸ：０４５－６３３－３６１８ 

労働安全・労働衛生コンサルタントは、労働安全衛生法第８１条に規定された国家資格です。 

 

◎作業環境測定の実施を依頼できます。 

（公益社団法人）日本作業環境測定協会 神奈川支部 

〒２３６－０００２ 横浜市金沢区鳥浜町１４－１ 

ＴＥＬ：０４５－７７３－６４４４  

労働安全衛生法と作業環境測定法では、作業環境の測定を必要とする作業場に対して適切な時期に

作業環境測定を実施することを定めています。 

 

※上記団体等の行うサービス（研修や講習会、診断、測定）には、有料となるものがありますので、

ご利用の際はあらかじめ各団体窓口にお問い合わせいただくようお願いいたします。 

 

  

 

誰もが安心して健康に働くことができる 

社会を実現するために  

第１２次労働災害防止推進計画  実施中！  

神 奈 川 労 働 局・相模原労働基準監督署 

 


